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納
付
額
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
と
あ
わ
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い

11 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

国
民
年
金
保
険
料

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金（
町
独
自
支
援
分
） まちの鳥

国
民
年
金
保
険
料
は
、社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、令

和
４
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納

付
し
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。過

去
の
年
度
分
や
追
納
し
た
保
険
料

も
含
み
ま
す
。ま
た
、本
人
の
保
険

料
だ
け
で
は
な
く
、扶
養
者（
配
偶

者
や
子
な
ど
）の
負
担
す
べ
き
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、そ

の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る「
原
油
価

格
・
物
価
高
騰
対
策
」と
し
て
生
活

に
困
っ
て
い
る
人
へ
の
支
援
を
行

い
ま
す
。令
和
３
年
度
と
令
和
４

年
度
の
２
年
連
続
で
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
と
な
っ
た
世
帯
に
対

し
て
、１
世
帯
当
た
り
５
万
円
の

現
金
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯
の
世

帯
主

●
令
和
４
年
６
月
１
日
時
点
で
町

に
住
所
を
有
し
、世
帯
全
員
が
令

和
４
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯（
課
税
者
の
被

扶
養
者
の
み
か
ら
な
る
世
帯
を
除

く
）

●
令
和
３
年
12
月
10
日
時
点
で
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
人
全
員
の
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
っ
た

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う

と
き
に
、保
険
料
の
納
付
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

令
和
４
年
１
月
〜
９
月
に
保
険
料

を
納
付
し
た
人
に
は
、11
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」が
届
き
ま
す
。申
告
書
を
提

出
す
る
と
き
は
必
ず
証
明
書
ま
た

は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

※
令
和
４
年
10
月
〜
12
月
に
、今

年
初
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
人

へ
は
、令
和
５
年
２
月
上
旬
に
届

き
ま
す
。

税
法
上
有
利
な
国
民
年
金
は
、

老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な

ど
万
が
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味

方
と
な
る
制
度
で
す
。保
険
料
は

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

こ
と
に
よ
っ
て
、国
が
実
施
し
た

「
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

（
10
万
円
）」を
受
給
し
た
世
帯
主

の
属
す
る
世
帯（
受
給
資
格
の
あ

る
未
申
請
者
お
よ
び
辞
退
者
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

※
対
象
と
な
り
得
る
世
帯
の
世
帯

主
に
受
給
要
件
確
認
の
た
め
の
通

知（
確
認
書
）を
10
月
に
発
送
し
ま

し
た
。受
給
を
希
望
す
る
場
合
は

令
和
５
年
１
月
31
日
㊋（
必
着
）ま

で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

まちの木

　町では新たな観光情報
発信ツールとして、「自然
や文化」、「産業や特産品」、
「ふれあいや交流」、「食や
温かみ」の４つのテーマを
基調とした観光ＰＲ動画を
公開しています。ぜひご覧
いただき、これからのお出
かけにお役立てください。

町観光ＰＲ動画を
公開しています！

▲町観光ＰＲ動画はこちら

▼問い合わせ先
産業観光課 産業振興室
☎26-２２８０(直通)

教育委員会定例会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　11月24日㊍10：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。



町政ニュース

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す

町
議
会
12
月
定
例
会（
予
定
）

まちの鳥
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教
育
長
に
山
口
さ
ん
、教
育
長
職
務
代
理
者
に
長
島
さ
ん

まちの花

教
育
委
員
会
の
新
体
制
を
お
知
ら
せ

12
月
１
日
㊍

開
会
日

　
　

２
日
㊎

一
般
質
問

　
　

５
日
㊊

一
般
質
問

　
　

９
日
㊎

閉
会
日

　
　
　
　
　
　
（
討
論
・
表
決
な
ど
）

※
日
程
は
、変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、町
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会
事
務
局
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

発
熱
な
ど
体
調
が
優
れ
な
い
場

合
は
傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

傍
聴
時
は
、マ
ス
ク
の
着
用
・
手
指

の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
生
中
継
お
よ
び
録
画
配
信
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
３（
直
通
）

本会議生中継・
映像配信

　パートナーなどからの暴力・性犯罪・売春・買春・
セクシュアルハラスメント・ストーカー行為などの
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害す
る行為です。
　女性が抱えているさまざまな悩みについて電
話相談に応じます。つらい思いをしている女性は、
一人で悩まずにご相談ください。費用は無料で
す。秘密は厳守します。
▶相談先
群馬県女性相談センター　☎０２７-２６１-４４６６
▶相談時間
㊊～㊎９：00～19：30
㊏10：00～17：00
㊐13：00～17：00
（祝日および年末年始を除く）
※弁護士によるＤＶなどの法律電話相談は予約
制です。事前に電話でご連絡ください。

▶問い合わせ先
住民課 住民環境室　☎26-２２４４(直通)

女性に対する暴力をなくす運動期間
11月12日㊏～25日㊎

教
育
長
の
山
口
和
良
さ
ん
が
９

月
30
日
で
任
期
満
了
と
な
り
、議

会
の
同
意
を
得
て
再
任
さ
れ
ま
し

た
。ま
た
、萩
原
奈
津
季
さ
ん
が
議

会
の
同
意
を
得
て
、10
月
１
日
付

で
教
育
委
員
に
任
命
さ
れ
ま
し

た
。な

お
、10
月
１
日
付
で
、教
育
長

が
、教
育
長
職
務
代
理
者
と
し
て

長
島
忠
行
さ
ん
を
指
名
し
、臨
時

教
育
委
員
会
で
報
告
さ
れ
ま
し

た
。

（
敬
称
略
）

教
育
長

山
口
和
良

職
務
代
理
者

長
島
忠
行

教
育
委
員

田
中
知
子
、小
出
朗
、

萩
原
奈
津
季

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
室

☎
26
・
２
２
８
５（
直
通
）

▲山口和良さん▲長島忠行さん▲萩原奈津季さん

よしおかほっとメール
　登録すると、スマホやパソコンに防災・防犯
情報やくらしの情報などが配信されます。

よしおかほっとメール
　登録すると、スマホやパソコンに防災・防犯
情報やくらしの情報などが配信されます。

台風の季節です！
情報の入手方法の確認を

https://service.sugumail.
com/yoshioka/

URL 

URLを入力または
二次元バーコード
を読み取ってくだ
さい。

「ｄ」ボタンテレビリモコン
データ放送を通じて、気象情報や町が
発信する防災情報などを見ることができ
ます。
　また、群馬テレビのデータ放送では、町
からのお知らせなども掲載しています。

登録はこちら

問い合わせ先
総務課 協働安全室　☎26-2243（直通）




